
議案第４２号

向日市まちづくり条例の一部改正について

向日市まちづくり条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年５月２５日提出

向日市長 安 田 守
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条例第 号

向日市まちづくり条例の一部を改正する条例

向日市まちづくり条例（平成１９年条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。

前文中「７．６７平方キロメートル」を「７．７２平方キロメー

トル」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



- 1 -

〈参 考〉

向日市まちづくり条例の一部を改正する条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

私たちのまち向日市は、京都盆地の西南に位置し、市域 私たちのまち向日市は、京都盆地の西南に位置し、市域

面積は７．７２平方キロメートルとコンパクトながら、交 面積は７．６７平方キロメートルとコンパクトながら、交

通網の充実した便利で住みよいまちです。 通網の充実した便利で住みよいまちです。
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